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議 案 第 ６５ 号

督促手数料を廃止するための関係条例の整備に関する条例制定の件

督促手数料を廃止するための関係条例の整備に関する条例を次のとおり制定する。

令和７年１２月３日提出

摂津市長 嶋 野 浩一朗

提案理由

督促手数料を廃止するとともに、関係条例について所要の整備を行うため、本条例

を制定するものである。

督促手数料を廃止するための関係条例の整備に関する条例

（摂津市税条例の一部改正）

第１条 摂津市税条例（平成１６年摂津市条例第２９号）の一部を次のように改正す

る。

第１３条を削り、第１２条の２を第１３条とする。

（摂津市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金に関する条例の一部改正）

第２条 摂津市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金に関する条例（昭和６０年摂津

市条例第３号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

摂津市諸収入金に係る督促及び延滞金に関する条例

第１条中「並びに督促手数料」を削る。

第３条を次のように改める。

第３条 削除

（摂津市後期高齢者医療に関する条例の一部改正）

第３条 摂津市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年摂津市条例第２号）の一部

を次のように改正する。

第５条を削り、第６条を第５条とし、第７条から第９条までを１条ずつ繰り上げ

る。

附則第２項中「第６条第１項」を「第５条第１項」に改める。

（摂津市国民健康保険条例の一部改正）

第４条 摂津市国民健康保険条例（昭和４４年摂津市条例第４４号）の一部を次のよ
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うに改正する。

第２１条を次のように改める。

第２１条 削除

（摂津市介護保険条例の一部改正）

第５条 摂津市介護保険条例（平成１２年摂津市条例第３号）の一部を次のように改

正する。

第１０条を次のように改める。

第１０条 削除

（摂津市道路占用料徴収条例の一部改正）

第６条 摂津市道路占用料徴収条例（昭和３２年条例第２９号）の一部を次のように

改正する。

第６条を削り、第７条を第６条とし、第８条から第１０条までを１条ずつ繰り上

げる。

（摂津市法定外公共物の管理に関する条例の一部改正）

第７条 摂津市法定外公共物の管理に関する条例（平成１６年摂津市条例第３０号）

の一部を次のように改正する。

第１１条の見出し及び同条第１項中「督促手数料及び」を削り、同条第２項中

「及び第７条」及び「督促手数料及び」を削る。

（北部大阪都市計画事業千里丘駅西地区第一種市街地再開発事業の施行に関する条

例の一部改正）

第８条 北部大阪都市計画事業千里丘駅西地区第一種市街地再開発事業の施行に関す

る条例（令和３年摂津市条例第２号）の一部を次のように改正する。

第１９条の見出しを「（延滞金）」に改め、同条第１項を次のように改める。

法第１０６条第２項の規定による督促を受けた者が督促状により指定された期

限までにその納付すべき金額を納付しないときは、同条第３項の規定により延滞

金を徴収する。

第１９条第２項を削り、同条第３項を同条第２項とする。

（摂津市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正）

第９条 摂津市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭和４７年摂津市条例

第２４号）の一部を次のように改正する。

第１６条を削り、第１７条を第１６条とし、第１８条から第２０条までを１条ず
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つ繰り上げる。

附則第３項中「第１７条第１項」を「第１６条第１項」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の

例による。

（摂津市下水道条例の一部改正）

３ 摂津市下水道条例（昭和４９年摂津市条例第４号）の一部を次のように改正す

る。

第２４条第２項中「第７条まで、第１０条」を「第６条まで、第９条」に、「及

び第４条から第６条まで」を「、第４条及び第５条」に、「係る占用料金表」」を

「係る占用料金表」と」に改める。


